
相続人全員と税理士との連携が鍵 
 相続税申告は相続のあったことを知った

日（通常は死亡日）から 10 か月以内に行い

ます。申告に必要な書類の収集、役所の手

続きに時間がかかると、あっという間に時

間が過ぎてしまうので、税理士と相続人の

連携が円滑な申告手続に必須となります。 

税理士事務所への情報提供は最初が大切 

 相続税申告で気になるのは相続税がどれ

くらいか、税理士に支払う料金はいくらか

かるかといったところでしょう。税理士事

務所は最初に相続人と面談するとき、亡く

なった方（被相続人）の財産と債務の規模

と内容、相続人の数などから概要を把握し

て税理士事務所の報酬額を見積もります。

その際、申告手続に必要な情報の多くは相

続人の側にあるので、税理士に速やかに提

供できるかは費用の見積りにも影響します。 

被相続人プロフィールの提供 

 被相続人について家族構成や職業履歴な

どの情報を税理士に提供します。住居の利

用状況、生活費の原資がどこにあったかは

相続税の申告に有用な情報となります。 

 財産評価には不動産、預貯金、株式、保険

や借入金等についての情報も必要となりま

す。土地の評価を減額する小規模宅地等の

特例の要件を満たすかを確認する資料は早

くそろうほど正確な検討ができます。遺言

書や被相続人が生前、相続について親族に

話していたことは遺産分割に影響します。 

相続人全員で税理士と面談 

 相続人のプロフィールも相続税申告には

有用な情報です。相続人同士、スケジュー

ル調整して可能な限り全員で税理士と面談

できれば、その日に税理士と話した内容を

相続人全員で共有できます。このとき被相

続人から生前、受けた贈与の履歴について

も、贈与課税の有無にかかわらず税理士に

説明し、全員で共有します。また相続で取

得した財産の利用方法、売却方針について

も事前に決めておくと良いでしょう。 

 そのうえで相続人の代表者を決めれば、

以降、通常の連絡は税理士と代表者で行え

ます。役所での資料収集は代表者の委任状

があれば税理士に取得してもらえます。次

に全員がそろうのは、遺産分割協議が終わ

り、財産評価や相続税額の試算ができる時

となると思われます。 

 なお、税理士は特定の相続人に肩入れす

ることはありません。遺産分割は相続人の

話し合いで決め、その結果を税理士に報告

することで申告業務が円滑に進みます。 
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相続税申告での税理士との向き合い方 

相続を機会に昔話に花

を咲かせることができ

るかもしれません。 
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